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令和７年度  

精神障害者支援の障害特性と支援技術を学ぶ研修会の開催について 

（ ご案内 ） 

 

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より、長崎県相談支援専門員協会における事業推進につきまして、並々ならぬ

ご理解とご協力を賜り心よりお礼申し上げます。 

さて、精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの推進も踏まえ、サービス

等利用計画の内容充実が求められる中、精神障害者支援に関する専門職種としてのス

キルアップは急務の課題であります。 

そこで、本年度も長崎県より指定を受け、令和７年度精神障害者支援の障害特性と

支援技術を学ぶ研修会を開催することとなりました。 

つきましては、相談に関わる方、精神障害者支援の障害特性と支援技術を業務に 

生かしたい皆様に、ご参加頂きますよう周知方お願い申し上げます。 

尚、本研修は、精神障害者支援体制加算の対象研修となります。 

 

 

   参加申し込み締め切り   令和７年８月２０日（水）必着 

  

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

長崎県相談支援専門員協会 

担当  藤井 山口 

電話 ０９５７－４７－５８８１ 

 FAX ０９５７－４７－５８８４ 



 

     令和７年度精神障害者支援の障害特性と支援技術を学ぶ研修会 実施要領  

 

１ 目的  

  精神障害者の特性に応じた適切な支援がより一層行えるよう、障害福祉分野と介護

分野の双方に精神障害者の特性に応じた支援が提供できる従事者を養成するため、精

神障害者の障害特性と支援技法を学ぶ研修を実施することとする。 

 

２ 主催   長崎県 （実施機関：長崎県相談支援専門員協会）  

 

３ 対象者  

① 障害福祉サービス事業所等において、現に精神障害者支援の業務に従事している

方、若しくは今後従事する予定のある方 

② 相談支援専門員で、より精神障害者の障害特性の理解と支援技術の習得をしたい

方 

③ 介護保険サービス事業所等において、精神障害者に関わる支援業務に従事してい

る方 

④ 行政機関等で障害者相談支援事業に従事している方  

⑤ その他、特に必要と思われる方 

 

４ 募集定員    9０名  

※ 募集定員を超える申込があった場合は、一事業所からの受講者数を制限させてい

ただく場合もありますので、ご了承ください。  

 

５ 研修日・会場  

日時：令和７年１０月２１日（火）～１０月２３日（木）３日間  

場所：大村市中地区公民館 1階大会議室（〒856-0817 大村市古賀島町 133-31）   

大村市民病院のそば 

         駐車場は当施設の専用駐車場をご利用ください。 

６ 申込手続き  

以下の要領でお申し込みください。  

(１) 提出先  

長崎県相談支援専門員協会事務局  

（〒856-0002 長崎県大村市東野岳町１７０４－２ ）  

 電話 ０９５７－４７－５８８１  ＦＡＸ（０９５７－４７－５８８４） 

     Mail n-sk@io.ocn.ne.jp（相談支援専門員協会代表メール）  

mailto:n-sk@io.ocn.ne.jp（相談支援専門員協会


 

（２）提出方法  

別添【参加申込書】に必要事項を記入のうえ、FAX かメールにてお申し込みくだ

さい。   

 

（３）申込締切  

     令和７年 ８月 ２０日 (水)  

 

（４）受講者の決定  

①受講対象者には事業所宛に、締め切り後１週間を目安に受講決定通知をお送りし

ます。届き次第 9 月１２日（金）までに受講料をお振込みください。お振込みが確

認できない場合は決定を取り消すことがございますのでご注意ください。 

振込時のお願い：受講決定 NO．受講者氏名 でお振込みください。 

 例「４８ フジイオサム」 

    

 振込先： 十八親和銀行 大村中央支店 普通預金 口座番号 1080121 

      名義 長崎県相談支援専門員協会  代表 藤井修 

 

②受講をとりやめる場合はメールまたは電話にてご連絡ください。 

 ＊ご不明な点はお問合せください。   

 

７ 受講料  

受講者１名につき、２０，０００円（税込み）  

受講に係る旅費や振込手数料等については受講者負担となります。  

 

８ 修了証の発行について 

（１） 本研修は、精神障害者支援体制加算の対象研修会となります。 

（２） 修了証書の発行を行います。  

     ※ 修了証は、全課程を受講された方のみ発行します。 

     ※ 不測の事態による、講義への遅刻、早退は前後３０分のみ事前の申し出

により、認める場合があります。 

 

 


